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独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

名
称

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

機
構
の
目
的

三

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製

品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
り
、
並
び
に
国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
す
る
医
薬
品

技
術
等
の
研
究
及
び
開
発
を
振
興
す
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
資
す
る
審
査
等

の
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

四

定
義
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こ
の
法
律
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
必
要
な
定
義
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

五

事
務
所

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

六

資
本
金

機
構
の
資
本
金
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

第
二

役
員

一

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
三
人
以
内
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

二

役
員
の
任
期

役
員
の
任
期
を
二
年
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

三

そ
の
他

役
員
の
職
務
及
び
権
限
、
役
員
の
欠
格
条
項
の
特
例
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
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第
三

業
務
等

一

業
務
の
範
囲

１

機
構
は
、
第
一
の
三
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
一
項
関
係

）

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

(1)

イ

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
き
、
医
療
費
、
医
療
手
当
、
障
害
年
金
、
障
害
児
養
育

年
金
、
遺
族
年
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
葬
祭
料
の
給
付
（
以
下
「
副
作
用
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

ロ

副
作
用
救
済
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
等
に
つ
い
て
保
健
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
。

ハ

拠
出
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

(2)

イ

生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
き
、
医
療
費
、
医
療
手
当
、
障
害
年
金

、
障
害
児
養
育
年
金
、
遺
族
年
金
、
遺
族
一
時
金
及
び
葬
祭
料
の
給
付
（
以
下
「
感
染
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
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を
行
う
こ
と
。

ロ

感
染
救
済
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
等
に
つ
い
て
保
健
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
。

ハ

拠
出
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

医
薬
品
技
術
及
び
医
療
用
具
等
技
術
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

(3)

イ

基
礎
的
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

ロ

試
験
研
究
を
政
府
等
（
政
府
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
者
に
委
託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

ハ

政
府
等
以
外
の
者
に
対
し
、
試
験
研
究
を
国
の
試
験
研
究
機
関
又
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
独
立
行

政
法
人
と
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

ニ

政
府
等
以
外
の
者
の
委
託
を
受
け
て
、
試
験
研
究
を
行
う
こ
と
。

ホ

海
外
か
ら
研
究
者
を
招
へ
い
す
る
こ
と
。
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ヘ

情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

ト

調
査
す
る
こ
と
。

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

希
少
疾
病
用
医
薬
品
及
び
希
少
疾
病
用
医
療
用
具
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

(4)

イ

試
験
研
究
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

ロ

試
験
研
究
に
係
る
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。
（

ロ
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

(5)

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
用
具
（
以
下
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

(5)

イ

行
政
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
品
等
の
承
認
に
係
る
審
査
等
を
行
う
こ
と
。

ロ

民
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
治
験
等
の
実
施
、
医
薬
品
等
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
の
実
施
及
び
薬
事
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
必
要
な
資
料
の
作
成
に
関
し
指
導
及
び

助
言
を
行
う
こ
と
。

ハ

医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
等
、
医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性



- 6 -

及
び
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
（

ヘ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

(3)

(5)

ニ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
み
、
政
令
で
定
め
る
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
手

数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
。

ホ

ハ
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
み
、
政
令
で
定
め
る
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
拠
出
金
を
徴

収
す
る
こ
と
。

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

機
構
は
、
１
の
業
務
の
ほ
か
、
薬
事
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令

で
定
め
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
二
項
関
係
）

二

そ
の
他

機
構
の
行
う
副
作
用
救
済
給
付
、
感
染
救
済
給
付
及
び
拠
出
金
の
徴
収
等
に
関
し
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

第
四

財
務
及
び
会
計

一

区
分
経
理
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機
構
は
、
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
等
、
所
要
の
規

定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

二

利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等

機
構
の
利
益
及
び
損
失
の
処
理
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
関
係
）

三

長
期
借
入
金

１

機
構
は
、
副
作
用
救
済
給
付
業
務
及
び
感
染
救
済
給
付
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認

可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
第
一
項
関
係
）

２

機
構
の
長
期
借
入
金
の
償
還
計
画
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十

三
条
関
係
）

四

補
助
金

政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
特
定
の
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等

に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
円
滑
に
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
副
作
用
救
済
給
付

又
は
感
染
救
済
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）
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第
五

雑
則

一

審
査
の
申
立
て

副
作
用
救
済
給
付
若
し
く
は
感
染
救
済
給
付
の
支
給
の
決
定
又
は
拠
出
金
の
算
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
審
査
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
）

二

緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
要
求

厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
健
衛
生
上
の
重
大
な
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
審
査
等
業
務
の
う
ち
、
医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
又
は
安
全
性
に
関
す
る
審
査
、
調
査
、
情

報
の
収
集
そ
の
他
必
要
な
業
務
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
第
一
項
関
係
）

三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
一
条
関
係
）
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四

そ
の
他

不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
つ
い
て
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て

準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

第
六

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
関
係
）

第
七

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
一
部
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

機
構
は
、
第
三
の
一
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
特
定
の
医

薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

１

健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
者
の
委
託
を
受
け
て
、
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
。

２

健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
の
給
付
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
給
付
に
必
要
な
限
度
で
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。
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三

機
構
は
、
第
三
の
一
及
び
第
七
の
二
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
医
薬
品
に
混
入
し
た
後
天
性
免
疫
不
全
症

候
群
の
病
原
体
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
健

康
被
害
の
救
済
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
者
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
救
済
の
た
め
の
副
作
用
救
済
給
付
に
準
ず
る
給

付
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

四

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


